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【手続補正書】
【提出日】平成29年3月16日(2017.3.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体層の一部と重畳する第１のソース電極と、
　前記第１のソース電極の端部を越えて、前記半導体層に接して延伸する第２のソース電
極と、
　前記半導体層の他の一部と重畳する第１のドレイン電極と、
　前記第１のドレイン電極の端部を越えて、前記半導体層に接して延伸する第２のドレイ
ン電極と、
　前記第２のソース電極と前記半導体層に接する第１の側壁と、
　前記第２のドレイン電極と前記半導体層に接する第２の側壁と、
　前記半導体層、前記第１の側壁、および前記第２の側壁とゲート絶縁層を介して重畳す
るゲート電極と、を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　半導体層と、第１のソース電極と、第２のソース電極と、第１のドレイン電極と、第２
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のドレイン電極と、第１の側壁と、第２の側壁と、ゲート絶縁層と、ゲート電極と、を有
する半導体装置であって、
　前記第１のソース電極は、前記半導体層の一部に接して前記半導体層上に形成され、
　前記第２のソース電極は、前記第１のソース電極上に形成され、
　前記第２のソース電極の一部は、前記第１のソース電極の端部を越えて、前記半導体層
に接して延伸し、
　前記第１のドレイン電極は、前記半導体層の他の一部に接して前記半導体層上に形成さ
れ、
　前記第２のドレイン電極は、前記第１のドレイン電極上に形成され、
　前記第２のドレイン電極の一部は、前記第１のドレイン電極の端部を越えて、前記半導
体層に接して延伸し、
　前記第１の側壁は、前記第２のソース電極の側面と前記半導体層に接して形成され、
　前記第２の側壁は、前記第２のドレイン電極の側面と前記半導体層に接して形成され、
　前記ゲート電極は、前記ゲート絶縁層を介して、前記第１の側壁、前記第２の側壁、お
よび前記半導体層上に形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記第２のソース電極および前記第２のドレイン電極の厚さは、５ｎｍ以上チャネル長
Ｌの２倍以下であることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１または請求項３において、
　チャネル長Ｌが５０ｎｍ以下であることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
　前記半導体層は、酸化物半導体を含むことを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項において、
　前記半導体層は、酸化物半導体層と酸化物層の積層であることを特徴とする半導体装置
。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一項において、
　前記第１の側壁および前記第２の側壁は、酸素を含む絶縁性材料で形成されていること
を特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　ゲート電極と、ゲート絶縁層と、半導体層と、ソース電極と、ドレイン電極と、側壁と
、を有する半導体装置の作製方法であって、
　前記ソース電極および前記ドレイン電極を前記半導体層に接して形成し、
　前記ソース電極および前記ドレイン電極の外縁部分に酸素を導入して側壁を形成し、
　前記半導体層と前記側壁に重畳して前記ゲート絶縁層を形成し、
　前記ゲート絶縁層に重畳して前記ゲート電極を形成することを特徴とする半導体装置の
作製方法。
【請求項９】
　請求項８において、
　前記半導体層は、酸化物半導体を含むことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１０】
　請求項８または請求項９において、
　前記半導体層は、酸化物半導体層と酸化物層の積層であることを特徴とする半導体装置
の作製方法。
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